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「文明化」の一環としての家畜衛生政策
─世紀転換期ボスニア・ヘルツェゴヴィナにおける実践─

村上 亮

１．はじめに

オーストリア・ハンガリー（以下、ハプスブルク）
は、ベルリン会議（1878年6－7月）においてオス
マンからボスニア・ヘルツェゴヴィナ（以下、ボス
ニア）の行政権を獲得した。この新領土はハプスブ
ルク独特の国家制度（二重制）のもとでオーストリ
アとハンガリーのいずれにも属さない共通行政地域
となり、共通省庁を代表するかたちで共通財務省が
この地の統治を管轄した（１）。この時期のボスニアに
は議会は設置されず、本国に対して従属的な立場
におかれたことは否定できないだろう。

ボスニアに対するハプスブルクの眼差しを考える
にあたり、ハプスブルクがオスマンとの国境に設置
した軍政国境地帯の分断線としての意義に注目した
い。すなわちL・フォン・ランケが論及したように「世
界中のあらゆる国境のなかで、トルコに対するオー
ストリアの国境ほどまったく異なる世界の間に引かれ
たものはない。この境界は双方の軍事施設、複数の
検疫所によって強化されている（２）」状況だった。
1728年にはカール6世の宮廷訓令により軍政国境に
防疫線・家畜検疫所が併設されたが、検疫制度の
整備は七年戦争が終結した1763年以降とされる（３）。
またオスマンに対するまなざしの変化も見逃せない。
戸谷浩は、18世紀のハプスブルクではオスマンに
対する恐怖が消えるとともに、軍政国境については

「非ヨーロッパ－オスマン帝国－野蛮－停滞－不衛
生」を「ヨーロッパ－ハプスブルク帝国－文明－進
歩－清潔」から区別するものと言いあてている（４）。

ボスニアを含めたオスマンを「不潔」とみなす視
線は、ハプスブルク側の衛生報告にうかがえる。同
報告は、オスマン期のボスニアについて「衛生警察

の完全な欠如のもと、医師や病院、さらには健康の
保護や維持するための衛生制度がほぼ完全に欠落
していた」としたうえで、コレラや天然痘などの流
行病や獣疫が蔓延していたと伝えた（５）。換言すれ
ば、占領者の目に映ったボスニアではさまざまな病
気が蔓延していたため、衛生政策が「平和的な文
化事業」の一角を占めたのである（６）。そのなかで本
稿では、ボスニアにおいて広くおこなわれていた畜
産に関わり、かつハプスブルク期ボスニアの主要な
輸出品だった家畜の衛生問題を取りあげてみたい。

ここで、本稿に関わる先行研究を概観しておこう。
近年、ボスニアをハプスブルクの「植民地」とみな
す、言い換えればボスニア統治に植民地統治との
共通点を見いだすC・ルートナーの研究がある（７）。
この関連で筆者が注目するのは、ボスニア統治が台
湾、フィリピン統治の「模範」としての一面をもっ
ていたことである。ボスニアを訪れた新渡戸稲造は、
最も深刻な家畜の病気である牛疫の撲滅を「文明
化」の指標とし、ハプスブルクが早々にそれに成功
した点を称賛した（８）。ここでは、台湾とフィリピン（９） 
のいずれもが牛疫の深刻な被害に見舞われていた
ことも書き添えておく。

もう一つ付け加えるべきは、衛生的であることへ
の称賛が当時の帝国主義に認められたことである。
植民地の支配国は、被支配地域において先進技術
に依拠する医療を通じた「文明化」、すなわち「帝
国医療」を実践した（10）。B・フックスは、ボスニア
における対人衛生政策をフーコーのいう「生政治」
の例とみなし、ハプスブルクが「文明」を近代的な

「衛生政策」と同一視したと書く（11）。前掲のルート
ナーが論及した、ハプスブルクによるすべての社会
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る処置と同様の対策も規定されたという（17）。19世
紀末時点において、獣医の雇用を含めた獣医警察
の経費が「もっとも生産的な国家支出」と位置づけ
られたことは、その重要性を裏書きする（18）。ここで
は、ボスニア占領までにハプスブルクの獣医警察制
度は完成しておらず、新領土における制度構築と同
時並行的に進捗した点に留意したい。

ボスニアに目を移すと、牛疫は占領時点において
ほぼ全域に蔓延していた。現地で対策に従事した
A・バランスキによれば、これが15年前から流行し
ていたにもかかわらず、オスマン統治期には対処が
講じられず、食用のための罹病家畜の解体禁止、
ならびに病気の治癒を待つしかなかったという（19）。
初期の行政府文書も「地方行政府は、地域住民の
幸福を危機にさらす牛疫の撲滅に最大限の注意を
向けた。牛疫は従来の無関心の結果、広範にわたっ
て蔓延していた」と語る。また牛疫がセルビアから
ボスニアに持ちこまれたとみなされた点にも注意し
たい（20）。セルビアを「汚染源」とする見方は、ハ
プスブルクが作成した『ボスニア・ヘルツェゴヴィ
ナにおける獣医制度』にも認められる。すなわち、
セルビアから移住したイスラム教徒が連れてきた牛、
ハプスブルクの占領軍に供給されたセルビア産の家
畜が牛疫に罹患していたと伝えられる（21）。

牛疫を撲滅するため、ボスニアでも「オーストリ
ア牛疫法」を援用した、通称「ボスニア牛疫法」が
制定された。その要諦は、家畜証明の発行や牛疫侵
入の予防措置、牛疫発生時の届出義務や封鎖、消
毒作業の実施、罹病家畜に対する補償などである。
ここでは同法の周知の実態を教えてくれるものとし
て「ボスニア牛疫法」に関する布告（1880年4月
26日）をあげたい。同布告をみると、一連の措置に
おける憲兵の使役が目につく。つまり家畜証明に憲
兵の認証を要すること、憲兵が管轄地域を10日ご
とに巡回し家畜の健康状態を確認すべきこと、牛疫
発生の疑いがあるときには同法に基づいた措置を講
じることが規定された。牛疫の拡大抑止のための

「最も重要な措置」たる封鎖を、憲兵と軍隊が協力
して行なうことも定められた。また郡庁は地区の代
表的人物、とくに文字を読める聖職者を通じて住民

経済分野にまたがる現地社会への介入、現地住民
の「二級市民」としての扱いも念頭におけば、世紀
転換期のボスニアにおいて「帝国医療」に類比する
施策がおこなわれたと考えられる（12）。

なお筆者は以前、ハプスブルクの国制との関連に
重点をおき、当地における獣疫対策と家畜取引を検
討したことがある（13）。今回は、その際に欠落してい
た現地社会への「介入」という視点を採りいれてみ
たい。つまり家畜の検査、家畜個体の調査は、人々
の生活に入り込まざるをえなかったからである。具
体的には、社会に新たな規律を浸透させるとともに、

「お役所的」な監視能力を拡大するための道具とし
て重要な役割を担った憲兵に着目したい（14）。ハプ
スブルク統治下のボスニアにおける憲兵は、軍事面
ではボスニアに駐屯する軍司令部、経済面や行政
面では地方行政府の下におかれていたように、軍人
と行政官吏の役割を併せ持っていたのである（15）。

以上をふまえて本報告では、ハプスブルク支配下
ボスニアにおける「文明化」について家畜衛生政策
を糸口として論じたい。とくに支配者側による一連
の管理を通じた現地社会への「介入」のありように
ついて、家畜衛生政策と密輸規制から明らかにする
ことを目標とする。

2. 占領初期の牛疫対策

議論に先立ち、当該期のハプスブルクにおける獣
疫対策を概観しておこう。その嚆矢は、マリア・テ
レジアによるドイツ語圏初の「オーストリア馬診療
学校」の創設である（1765年）。D・ハールマンは
この年をウィーンにおける獣医学の創設のみならず、
ハプスブルクにおける獣医制度発展の「精神的な
礎石」とみなした（16）。法制度に関しては、オースト
リア側で施行された牛疫に対処するための「オース
トリア牛疫法」（1868年）が見逃せない。これにより
殺処分の範囲が罹病、あるいはその疑いのある家
畜に拡大され、処分された家畜は全額補償された。
またロシアとルーマニアを「牛疫汚染地域」とみな
し、家畜検疫所の創設と国境の厳重な管理、家畜
台帳の作成を定めた。オスマン帝国のヨーロッパ部
で牛疫が発生した場合、ロシア、ルーマニアに対す
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各病気への対策を一瞥しておくと、口蹄炎、炭疽、
羊の水痘などについてはオーストリアの関連法、豚
のペストについては当初はハンガリーの法規がそれ
ぞれ援用された。獣疫対策費を整理した表 2、世
紀転換期までのボスニアにおける獣疫を整理した 
表 3 を見ると、病気の発生により大きく変動してい

に牛疫法を周知すべきとしたうえで「住民が牛疫撲
滅の利益を認めれば、住民に資する目的をすぐに達
成するであろう」と書いている（22）。しかし牛疫の撲
滅宣言（1883年5月）までに、同法の遵守を命じ
た布告が再三出されていたことに鑑みると、かかる
楽観視には疑問符がつく。

ここで 1 点補足したいのは、ボスニア住民の牛疫
対策への消極性、否定的な態度が同時代の台湾に
も認められることである。台湾では日本領有前から
牛疫が蔓延していたにもかかわらず、これに関する
現地住民の知識は「低級」にすぎず、牛疫を防ぐ
手立てを知らないまま「神ノ業」と認識し、その「跳
梁跋扈」を招いたこと、罹病家畜の撲殺への反発
や病気の隠匿が見られたことが伝えられる。なお台
湾での牛疫根滅は大正 9（1920）年である（23）。

3．牛疫撲滅後の獣疫政策

獣疫政策の概要に目を移すと、共通省庁が獣疫
関係の立法を管轄し、その施行はボスニア地方行
政府が監督した。地方行政府の具体的な管轄は、
人員の管理や獣疫に関する法律や通達の運用、獣
皮処理人や家畜埋却地の監視、家畜取引の監督な
どである（24）。資格のある獣医については、ハプスブ
ルクの獣医養成機関（25）でしかるべき教育を受け、
学位を得たハプスブルクの国籍所有者、あるいは他
国で教育を受け、地方行政府により特別に許可され
たボスニア住民に限定された（26）。獣医人員と給与
額については表 1にまとめたとおりである。ここで
獣医の給与をめぐる問題に着目したい。ボスニア農
業に関する博士論文を書いた同時代人K・コンディ
チは「地方行政府によって無慈悲に扱われた唯一
の官僚集団は獣医（27）」と書き、その昇給の遅さに
言及する。

表1　獣医人員と給与額の一覧（1879－1898年）（28） 

年※1 地方行政府
付獣医※2

県庁付
獣医 郡獣医 ゲマインデ

獣医※3 合計 給与※4

1879 ─ 6 ─ ─ 6 ?
1880 ─ 6 3 1 10 8,347
1881 ─ 6 5 1 12 9,867
1882 ─ 6 5 1 12 10,400
1883 ─ 6 5 1 12 11,800
1884 ─ 6 6 1 13 13,150
1885 1 6 6 1 14 13,200
1886 1 6 6 1 14 15,408
1887 1 6 8 1 16 16,000
1888 1 6 10 1 18 20,660
1889 1 6 10 1 18 22,903
1890 1 6 12 1 20 23,544
1891 1 6 13 2 22 24,413
1892 1 6 14 2 23 25,537
1893 1 6 19 2 28 29,810
1894 1 6 20 1 28 32,200
1895 1 6 23 1 31 36,672
1896 1 6 23 2 32 37,613
1897 1 6 24 2 33 43,767
1898 1 6 24 2 33 43,862

※１：各年の年末状況
※２：地方行政府の衛生部局に所属し、獣疫報告を行う（29） 

※３：サライェヴォとドニャ・トゥズラの 2 箇所
※４：ゲマインデ獣医の給与は含まず。単位はグルデン。給与規定は、

1896年2月の共通省庁布告に基づき、他の官僚と同じ水準に設定
された（1897年1月以降）

表2　ボスニアにおける獣疫対策費の推移（30） 
年 費用 年 費用 年 費用

1879、80 69,746 1887 2,810 1894 8,576
1881 79,272 1888 2,006 1895 13,972
1882 42,861 1889 2,360 1896 39,874
1883 40,016 1890 3,466 1897 32,997
1884 9,682 1891 5,698 1898 35,103
1885 9,440 1892 12,544 1899 43,068
1886 4,324 1893 9,483

表3　世紀転換期までのボスニアにおける主な獣疫（31）  
病名 流行期間 病名 流行期間
牛疫 1879-1883 交疫 1888-90, 1895, 1897-98

口蹄炎 1891, 1892, 1894, 1896, 1898 疱疹 1886-90, 96, 97, 98
豚ペスト 1895-1898 羊の水痘 1886-98

炭疽 1885-1898 狂犬病 1885-98
鳴疽 1887, 1892, 1894-98 疥癬 1886-98

豚丹毒 1892-1898 牛の結核 1896-98
鼻疽 1885-88, 1890-93, 1896-98



70

近代社会における身体の管理
「文明化」の一環としての家畜衛生政策
─世紀転換期ボスニア・ヘルツェゴヴィナにおける実践─………………………………… 村上 亮

2021年度大会 ●

要求に応じた獣皮の処理と保存が図られた。1898
年には44 ヶ所の獣皮処理施設が合計233,196枚の
獣皮を生産した（37）。死んだ家畜の埋却地は、憲兵
と地域の長老の監視下におかれた。これは埋却地
から骨などを掘り出す事例が存在したためと推認さ
れる（38）。

4. 豚戦争期の密輸対策： 
　 ボスニアにおける「牛戦争」

以上の措置に続く現地社会への「介入」を検討す
るため、ハプスブルクとセルビアの関税戦争、いわ
ゆる「豚戦争」（1906－11年）期の密輸対策を取り
あげる。豚戦争という名称の由来は、セルビアの主
な輸出品が豚だった事実にある。この発端は、ハプ
スブルクがセルビアとブルガリアとの関税同盟の計
画を挫折させようとしたこと、通商条約の交渉のな
かで自国製の武器購入を強要したことである。ハプ
スブルクは、屈服を拒んだセルビアに家畜の禁輸措
置を発動したものの、セルビアは予想外の勝利をお
さめた。ここでは、セルビアが豚戦争を経てハプス
ブルクへの経済的依存を減らすとともに、ハプスブ
ルクに対する憎悪を強めたことを記すにとどめる（39）。

豚戦争はボスニアにも影響を及ぼした。従来、セ
ルビアからボスニアへの家畜輸入は国境近くのヴァ
ルディシュテのみで行われていた（40）が、ハプスブ
ルク=セルビア間の通商条約が失効した1906年2月
以降「獣疫侵入抑止」を名目として、家畜や家禽
のセルビアからボスニアへの輸入が禁止された（41）。
同年3月後半の暫定条約の合意後も歩み寄りがみら
れないまま、同年7月7日に暫定条約は失効、本格
的な関税戦争に突入した（42）。行政府の報告によれ
ば、憲兵、税関による警備が強化されるとともに密
輸に対する警告が発せられたが、200キロに及ぶボ
スニア＝セルビア国境は密輸を容易にした（43）。

1907年9月以降、ウィーンとブダペシュトから「ボ
スニア産の牛に生産地の疑わしい牛が混じってい
る」との抗議が寄せられたため、オーストリア、ハ
ンガリー両半部政府が密輸の調査委員会を設置し
た。この背景には、ハプスブルク本国の農業利害の
影が認められる。オーストリアにおいて最も影響力

るさまが見てとれる。たとえば1892年の増加は口
蹄炎と炭疽の発生、1896年以降の増加は豚ペスト
の発生によるものである。拙稿で触れたように、豚
ペストは完全な撲滅には至らず、ボスニアからの豚
輸出に大きな損害を与えた。

次に、家畜取引を統制する枠組みも見ておこう。
ハプスブルク期には、ボスニア牛疫法に準拠して
個々の家畜に家畜証明が発給された。これに関して
は、郡庁がボスニアの外部と取引される家畜の証明
を発行すること、動物の種別により証明の書式が区
分されていたことをあげておこう。そして、ここで
も憲兵の果たした役割に着眼したい。域内取引用の
場合はゲマインデ、ゲマインデが存在しない場合に
は憲兵が家畜証明を暫定発給した。牛疫の撲滅ま
ではボスニアの域外との家畜取引ができなかったた
め、初期には憲兵が健康状態の調査をおこなったう
えで発給した。放牧地への移動にも家畜証明は必
須だった。放牧に際しても、憲兵が家畜の移動を監
視したのである（32）。

ボスニア各地において開催された家畜市場は、獣
医、医師、衛生官などによる一頭ごとの検査、ゲマ
インデや憲兵による監視が規定され、郡庁は家畜市
場報告書を地方行政府に提出した（33）。食肉、毛皮、
その他の生産物の衛生的な管理を目的とする畜殺
場は、サライェヴォへの設置に始まり1905年まで
に80 ヵ所に増加した。もっともその多くは冷凍設
備を欠いた原初的なものであったという（34）。また公
営畜殺場ではイスラム教徒に配慮して豚は除外さ
れ、牛、山羊、羊の解体に限定された。その後、サ
ライェヴォ、モスタル、バニャ・ルーカなどの主要
な畜殺場には豚解体専用の施設が設置された（35）。

畜殺場とその道具類の衛生状態は、獣医、憲兵、
ゲマインデによって最も厳格に監視されるとともに、 
食肉検査は官庁の獣医、それが不在の場合には民
間の医師、軍の獣医や医師によっておこなわれた。
これに関していえば人体への健康被害に鑑み、鼓
腸症に罹った家畜の食肉販売が禁じられた（36）。獣
皮取引に関しても、皮膚の病気や粗悪かつ非効率
的な利用、不完全な保存方法、無規律な取引など
の問題の改善を図るため、衛生面と経済面、双方の
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ておくと、獣医が家畜検査官の協力を得て牛の家
畜台帳を作成すること。具体的には家畜検査官が
台帳を整備し、憲兵が記録すること。また域内移動
については牛に焼印を付し、域外移動については家
畜証明を発給すること（第1条）。家畜検査官には信
頼でき、かつ業務遂行に適した人物を雇用すること

（第3条）。牛の家畜証明は家畜検査官が発給する
こと（第4条）。違反行為はボスニア牛疫法第31条
により処罰すること（第 6条）などである。

さらに同通達の施行規則に目を移すと、台帳への
登録前に家畜検査官が獣医の立ち合いのもとで牛
に焼印を押すこと（第3条）、家畜所有者は、家畜の
増減を家畜検査官に申告する義務があること（第7、
8条）（50）、家畜検査官、憲兵、官吏はいつでも畜舎
に入れること（第10条）。台帳の表紙に台帳番号、
家畜所有者、場所、農場の番号、台帳本体に家畜
の種類、年齢、色や特徴、増減の理由を記載する
こと（第13条）。市場に持ちこまれた家畜の登録簿
を作成すること（第19条）。家畜検査官は月に 2 度 
は管轄地域を巡回し、家畜数の変動を届け出た者
以外も監視しなければならないこと。また牛だけで
はなく、他の家畜の病気や斃死を認めた場合には郡
庁に即座に報告するとともに、牛の家畜証明は家畜
検査官によってのみ発給されること（第20、21、22、
23条）などである。また憲兵は台帳の整備のため、
台帳や家畜証明の記録、台帳の記載内容を確認す
る権利を持ち、家畜証明に瑕疵がある家畜の引き留
め、郡庁への通告をおこなった（第24条）（51）。

家畜台帳の編纂はビエリナ郡から始められ、ズ
ヴォルニク、スレブレニツァ、ヴィシェグラードの
各郡でも着手されるとともに、オーストリア農務省
の希望に基づき、対オスマン、モンテネグロ国境の
チャイニツァ、フォチャ、ヴラセニツァ（北東部のみ）
の各郡（52）でも作成された。行政府の資料によれば、
1907年11月以降両半部からの密輸の申し立てはみ
られなくなった。つまりビエリナ郡への家畜台帳の
導入によって密輸の危険は大きく減少したと判断し
たのである（53）。合計29名の家畜検査官の雇用を含
めて家畜台帳には多くの費用を要したが、密輸阻止
にある程度は「成功」したといえるだろう（54）。

を有していた農業利害団体「通商条約締結におい
て農林業利害を保護するオーストリア中央協会」の
設立者A・ホーヘンブルムが編集人を務めた『農業
新聞 Agrarisches Flugblatt』（44）は、プラムジャムの買
い付けのためにセルビアに滞在したウィーン商人に
よる匿名の証言を掲載した。「セルビアの人々は次
のように考えている。つまりこの密輸は、セルビア
産の雄牛を早急に必要とするオーストリア・ハンガ
リー当局の黙認の下で行われていると。さらに、す
でに15,000から20,000頭、あるいはそれ以上の雄
牛がドリナ川を越えてボスニアに密輸されたかもし
れない」と。さらに持ち込まれた一部の牛は、オー
ストリアやハンガリーの市場に移送されたとも記述
される（45）。本記事の信憑性には疑問符がつくものの、
ここでは農業利害がもつ政治的影響力の大きさに留
意したい。

ボスニア行政府が講じた密輸対策については、
以下の10点があげられる（46）。①憲兵や税関の強化
による国境監視の厳格化。②ボスニア牛疫法に基
づく密輸の処罰。③憲兵、税関、個人による密輸の
摘発、届出に対する報奨金の授与。④家畜通過駅
以外における家畜の通行を阻止するための警備の
強化。⑤憲兵による家畜証明の発行。⑥正確な生
産地調査に基づく家畜証明の発行。⑦牛の背峰測
定の導入と家畜証明に牛の色や特徴の正確な記入。
⑧生産地に疑いのある大型牛の輸出禁止。⑨国境
に配置された獣医へのセルビア牛の写真配布。⑩
オーストリア、ハンガリー両農務省の希望に対応し
た、セルビアと境界を接する地域における家畜台帳
の作成である。以上の施策の基調は既存の対策の
強化だったが、ここで目を向けたいのは最後に示し
た家畜台帳である。この措置はオーストリア牛疫法
に基づいたものであり、セルビアにも義務づけられ
ていた（47）。ボスニアの現地当局は家畜台帳が「ほ
ぼ確実に」密輸を阻止する十分な保証となり、本国
からの苦情を封じられると見通していたのである（48）。

ここで家畜台帳作成に関する通達（1907年12月
21日）のあらましを述べておこう（49）。まず確認して
おくべきは、この目的がセルビアからボスニアへの
牛の密輸阻止だったことである。主な条項を摘記し
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地図　家畜台帳が編纂された郡（下線部で示した郡）（55） 
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ける憲兵の制度と業績は、いずれにせよ帝国本国の
憲兵に匹敵する（63）」との同時代人の評価は、この地
の憲兵を考えるうえでの手がかりとなるだろう。こ
の主題についても機会をあらためて検討したい。

もっとも、警察や憲兵が衛生政策を担ったのはボ
スニアだけではない。日本統治下の台湾では警察官
が「獣疫予防機関の中枢（64）」を担い、同じく朝鮮で
も衛生警察による容喙が指摘される（65）。ボスニアで
は現地行政の頂点には文官がいたものの、当該期の
ボスニアを訪れた日本人外交官、信夫淳平はボスニ
ア統治を「軍政」と喝破した。彼はボスニアにおけ
る鉄道や郵便が軍の管轄下にあることを念頭におき

「此の点に於ては朝鮮の憲兵政治に尚ほ一つ辵をか
けたものである（66）」と書きつけたのである。このく
だりは、植民地統治とハプスブルクのボスニア支配
を比較するうえで有益な視座であると考える。

附記

本稿は、日本学術振興会JSPS科研費、若手研究
（19K13396）「第一次世界大戦前夜ボスニア・ヘル
ツェゴヴィナ施政にみるハプスブルク支配の諸相」

（代表：村上亮、2019 ～ 2023年）の助成による成
果の一部である。

注

 （１） 本稿では、二重制のもとで正式名称をもたない
西半部を「オーストリア」と記す。ハプスブル
クの国制とボスニアの関係については以下を参
照。村上亮『ハプスブルクの「植民地」統治─ 
ボスニア支配にみる王朝帝国の諸相─』多賀出
版、2017年、第 1、2 章；同「ボスニア・ヘルツェ
ゴヴィナ併合問題の再検討─共通財務相 I・ブ
リアーンによる二つの『覚書』を中心に─」『史
林』第99巻第4号、2016年、66–94頁。

 （２） Leopold von Ranke, “Die letzten Unruhen in 
Bosnien 1820 bis 1832”, Historisch-politische 

5．おわりに

ハプスブルクは、家畜衛生の観点においても新領
土ボスニアを「清潔」にするべく、自らの衛生観念
を強制した。一連の「介入」を通じて、規制の網が
住民の生活や慣習に被せられたのである。豚戦争
期の家畜台帳の作成や家畜検査官の配備を通じた
個の把握の試みもこの文脈におくべきだろう。もっ
とも、類似する法令の連発に鑑みると、トップダウ
ン的に実施された施策が円滑に受容されたとは考え
にくい。また現地の慣習に配慮せざるを得ない場面
も存在した（56）。さらに前掲のコンディチは、ボスニ
アでは資格をもつ獣医ではなく「やぶ医者」が信頼
を得ていた旨を伝えるが、同様の事態はオーストリ
アにおいても認められた（57）。

セルビアからの密輸規制には多くの資源が動員さ
れたが、その理由として何が推測できるだろうか。
これに関してオーストリア農務省は、密輸対策の可
及的速やかな実施を共通財務省に求めた際、その必
要性を「セルビア産家畜の侵入が、公衆ならびに議
会において、強力な介入によってのみ対処しうる最
大の懸念を引き起こすだけになおさらのこと（58）」と 
書きつけている。これは、セルビアからの家畜輸入
に頑強に反対するとともに、ハプスブルク産家畜の
重要な輸出先ドイツの輸入制限を憂慮する農業利
害に発したものと考えられる（59）。豚戦争の背景をな
すこの問題の考察は他日を期したいと思う。

また以上の内容からは、ハプスブルク支配の秩序
を支えた憲兵が、獣疫対策に広く従事したさまが見
てとれる。とくにボスニアの面積と家畜数と比較し
たときの獣医の少なさ（60）に鑑みると、家畜衛生政
策における憲兵の意義は無視できない。想起しうる
家畜管理への憲兵介入の一因として、ボスニアにお
ける低い識字率のみを付け加えておきたい。当局側
は、読み書きできる人の少なさゆえに家畜台帳の維
持を村落ゲマインデには委ねられないと考えていた
からである（61）。占領期を通じて憲兵費用は膨張しつ
づけ、約234万クローネ（1880年）から約375万ク
ローネ（1906年）へと約1.6倍に増加した（62）。獣
疫対策費用や獣医の人件費と比べるならば、その多
さは明白である。「ボスニア・ヘルツェゴヴィナにお
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 （10） 美馬達哉『感染症社会：アフターコロナの生政
治』人文書院、2020年、184 –187頁；見市雅俊 
 「病気と医療の世界史：開発原病と帝国医療をめ
ぐって」見市雅俊［他］編『疾病・開発・帝国医
療：アジアにおける病気と医療の歴史学』東京大
学出版会、2001年、6–7頁。

 （11） Brigitte Fuchs, “Orientalizing Disease Austro-
Hungarian Policies of ‘Race’, Gender, and 
Hygiene in Bosnia and Herzegovina 1874-1914”, 
in Christian Promitzer (ed.), Health, Hygiene 
and Eugenics in Southeastern Europe to 1945, 
Budapest: Central European University Press, 
2011, p.65.

 （12） Ruthner, “Bosnien-Herzegowina als k.u.k. 
Kolonie”, S.38-40.

 （13） 村上亮『ハプスブルクの「植民地」統治』第 4、5 
章。本稿の一部が同拙稿と重複することをお断り
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 （14） Clive Emsley, Gendarmes and the State in 
Nineteenth-Century Europe, Oxford: Oxford 
University Press, 1999, p.8. 警察の諸組織を類型
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軍隊の間に位置する憲兵（ジェンダーメリ）があ
げられている。林田敏子「警察の比較研究に向け
て」林田敏子、大日方純夫編『警察（近代ヨーロ
ッパの探究13）』ミネルヴァ書房、2012年、5–6 
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 （15） Bericht über die Verwaltung von Bosnien und 
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F inanzmin i s t e r ium (Hg . ) ,  Wien :  Ado l f 
Holzhausen, S.238.（以下、Bericht（年号）と記
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の現地住民、及び600人の共通軍とハプスブルク
本国出身の警察官が含まれた。将校は共通軍から
任用され、憲兵の刑事裁判は軍法会議で行われ
た。1906年時点の人員は、憲兵将校41人、憲兵
2,300人などである。

 （16） 池本卯典［他］監修『獣医学概論』緑書房、2013
年、34頁; Daniela Haarmann, “Das Wiener 
Tierarznei-Institut und die Entwicklung eines 
habsburgischen Veterinärwesen”, in Idem (Hg.), 
250 Jahre Veterinärmedizinische Universität 
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Holzhausen, 2015, S.35.

 （17） Gustav Ritter von Wiedersperg,“Die Entwicklung 

Zeitschrift, Bd.2, 1833/36, S.236.

 （３） Boro Bronza, “Austrian Measures for Prevention 
and Control of the Plague Epidemic along the 
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